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一. 業務の概況 
1. 監査法人の目的及び沿革 

(1) 監査法人の目的 

当法人は、次の各号の業務を行うことを目的とします。 

1 財務書類の監査又は証明 

2 財務書類の調製又は財務に関する調査、立案若しくは相談 

3 公認会計士試験に合格した者に対する実務補習 

 

(2) 監査法人の沿革 

当法人の沿革は以下の通りです。 

2006年 6月 1日 あらた監査法人設立 

メンバーファームとして PwCネットワークに加盟 

2006年 8月 1日 名古屋事務所を開設 

2006年 9月 1日 大阪事務所を開設 

2015年 7月 1日 法人名称を「PwCあらた監査法人」へ変更 

2016年 7月 1日 有限責任監査法人へ移行し、名称を「PwCあらた有限責任

監査法人」とする。 

2016年 10月 1日 福岡事務所を開設 

2023年 12月 1日 PwCあらた有限責任監査法人を存続法人として PwCあらた

有限責任監査法人と PwC京都監査法人が合併、PwC Japan

有限責任監査法人として業務開始 

 

2. 無限責任監査法人又は有限責任監査法人のいずれであるかの別 

当法人は公認会計士法第 1条の 3第 4項に規定する有限責任監査法人です。 

 

3. 業務の内容 

(1) 業務概要 

当法人は金融商品取引法監査、会社法監査及び学校法人監査等の法定監査のほか任

意監査まで幅広く監査証明業務を提供しています。 

監査証明業務に係る当期末現在の被監査会社数は 1,447社(前期比 43社減)、監査証

明業務に係る当期収入は 41,029 百万円(前期比 4,846百万円増)となりました。 

また、当法人は非監査証明業務としてIFRS導入支援サービスをはじめとした財務報

告アドバイス及び株式上場（IPO）支援、ガバナンス関連アドバイザリー業務、シス

テム・プロセス・アシュアランス、内部監査サービスなどの幅広い財務関連サービス

の提供に努めています。 

非監査証明業務の対象会社総数は 1,217社(前期比 22社減)、非監査証明業務に係る

当期収入は 43,162百万円(前期比 6,749百万円増)となりました。 

 

以上の結果、監査証明業務と非監査証明業務を合わせた当期の業務収入総額は、

84,191 百万円(前期比 11,595百万円増)となりました。 

 

(2) 新たに開始した業務その他の重要な事項 

該当ありません。 
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(3) 監査証明業務の状況 

種別 被監査会社等の数 

総数 内大会社等の数 

1 金商法・会社法監査 210社 202社 

2 金商法監査 49社 9社 

3 会社法監査 525社 106社 

4 学校法人監査 2社  － 

5 労働組合監査 － － 

6 その他の法定監査 290社 5社 

7 その他の任意監査 371社 － 

計 1,447社 322社 

 

(4) 非監査証明業務の状況 

 

区分 対象会社等数 対前年度増減 

大会社等 83社 +5社 

その他の会社等 1,134社 -27社 

 

 

4. 業務管理体制の整備及び業務の運営の状況 

(1) 業務の執行の適正を確保するための措置 

① 経営の基本方針及び経営管理に関する事項 

当法人は、卓越したサービスを提供するプロフェッショナル集団として、法人の

ビジョンを全員が共有し、明確なリーダーシップと創造的なチームワークによって

厳正かつ公正な高品質の監査を実施し、国民経済の健全な発展に寄与することを経

営理念としています。 

当法人は、経営意思決定機関として代表執行役、執行役代表代行、執行役副代表

及び執行役で構成される経営委員会を設置しています。この経営委員会は、当法人

の業務執行にかかる意思決定を行います。監視委員会の下には、社員評価委員会、

監査委員会、指名委員会、R&Q監視委員会が設置され、経営委員会を監視することに

より、透明性の高いガバナンス体制としています。 

加えて、公益を代表する有識者の目線を法人運営に取り入れ、監査品質を向上さ

せる目的で、社外有識者、監視委員会議長及び代表執行役で構成される公益監督委

員会（PIB）を設置しています。 

 

② 法令遵守に関する事項  

法令遵守に関する措置を所管する部署として、リスクマネジメント＆コンプライ

アンス室を設置しています。 

リスクマネジメント＆コンプライアンス室は、プロフェッショナルとしての、ま

た、社会の一員としての、使命と責任を果たすための行動規範を策定しており、す

べての社員・職員はこの行動規範を遵守しています。リスクマネジメント＆コンプ

ライアンス室は、定期的な研修等を通じて、行動規範その他遵守すべき法令規制に
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ついて、社員・職員に周知を徹底し、意識の向上に努めています。また、リスクマ

ネジメント＆コンプライアンス室は、コンプライアンスラインを設け、法令違反そ

の他のコンプライアンス上の問題点を早期に発見し、対処しています。 

さらに、アシュアランス OGCに法律の専門スタッフを配置し、アシュアランス OGC

が法人全体の法務を取り扱うことによって、法人の諸活動が法令・定款等に適合し

ていることを確保しています。 

そのうえで、独立した内部監査室が、法人の活動について内部監査を行い、不正

行為等に対するけん制とチェックを行っています。 

 

(2) 上場会社等の財務書類に係る監査証明業務を公正かつ的確に遂行するために必要な

業務の品質の管理を行う専任の部門の設置又は主として従事する公認会計士（以下

「専担者」という。）の選任の状況 

① 専任の部門の設置又は専担者の選任の状況 

当法人は、上場会社等の財務書類に係る監査証明業務を公正かつ的確に遂行する

ため、専任の部署として品質管理本部を設置しています。品質管理本部に所属の社

員及び職員は主として品質管理業務に従事しています。 

加えて、内部監査室及びリスクマネジメント＆コンプライアンス室を設置してい

ます。 

 

② 専任の部門又は専担者と、上場会社等の財務書類に係る監査証明業務を行うための部

門等との間における独立性の確保の状況 

品質管理本部、内部監査室及びリスクマネジメント＆コンプライアンス室のいず

れもアシュアランス業務部門から独立した組織であり、それぞれ所属するメンバー

の品質管理業務をモニタリングする方針及び手続きを定め、独立した業務運営を行

っています。 

 

(3) 業務の品質の管理の状況等の評価 

① 基準日 

2024年 12月 31 日及び 2025年 6月 30日 
 

② 業務の品質の管理の目的 
当法人の品質管理の目的は、当法人が実施する監査及びその他の保証業務に関し、

以下の合理的な保証を提供するために、当法人が品質管理システムを整備し運用す

ることにあります。 
(1) 当法人及びその専門要員が、職業的専門家としての基準及び適用される法令

等に従って自らの責任を果たすとともに、当該基準及び法令等に従って監査業

務及びその他の保証業務を実施すること。 
(2) 当法人又は業務責任者が状況に応じた適切な報告書を発行すること。 

 
③ 基準日における業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置 
(ア) 業務に関する職業倫理の遵守及び独立性の保持 

（職業倫理） 

当法人は、当法人や社員、職員が誠実に、公正に行動するためによって立つべ

き行動規範（PwC's Code of Conduct）を定めています。行動規範は、誰であって

も懸念があるときは「声を上げる」ことの意義を強調しています。この行動規範

と日本公認会計士協会の倫理規則を踏まえて、職業倫理の方針又は手続に関する

複数のルールや規程を定めています。職業倫理の方針又は手続に関する理解を徹

底させるため、全社員及び職員を対象とした職業倫理に関する研修を定期的に実

施しています。また、全社員及び職員を対象とした年次のコンプライアンス確認

手続において、職業倫理に関する方針又は手続を理解し遵守していることを確認
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しています。 

 

（独立性） 

PwCネットワークのメンバーファームとして、PwC Global Independence Policy

（独立性に関する指針）を基本に、わが国の法令及び日本公認会計士協会の倫理

規則並びに国際会計士倫理基準審議会が公表する職業会計士のための国際倫理規

定を踏まえた Japan Independence Policy を当法人の独立性に関する指針とし、

その遵守に係る方針又は手続を定めています。独立性の方針又は手続に関する理

解を徹底させるため、全社員及び職員を対象とした独立性に関する研修を定期的

に実施しています。また、全社員及び職員を対象とした年次のコンプライアンス

確認手続において、独立性に関する方針又は手続について理解し遵守しているこ

とを確認しています。 

当該方針又は手続に基づき、監査クライアントを PwC ネットワークが共有する

データベースに登録することによって、当法人の監査クライアントのみならず、

PwCネットワークの監査クライアント全般について、業務提供範囲等に関して制限

のあるクライアントを把握できる体制となっており、以下の独立性に関する指針

の遵守を確保する枠組みとして維持・運用しています。 

 

● 非保証業務提供チーム - エンゲージメントの独立性 

監査クライアントに対する業務の提供には一定の制限が設けられてい

るため、非保証業務の提供を検討する際に、上述の監査クライアントデ

ータベースで業務提供先に対する独立性の制限の有無を確認したうえ

で、非保証業務についての独立性に関する指針（Japan Statements of 

Permitted Services）を参照して業務提供の可否及び提供可能な業務を

判断し、提供する可能性のある非保証業務について、あらかじめ監査責

任者の承認を得るものとしています。 

 

● 社員及び職員 - 個人の独立性 

当法人の社員及び職員が各個人として遵守する独立性に関する指針を

定めており、この中で金銭的利害関係や身分上の利害関係を規定してい

ます。年次のコンプライアンス確認手続に加え、個々の監査業務に従事 

する際には、個人として遵守する独立性の規定を都度確認しています。

また、社員及び職員は、保有する有価証券等をデータベースに登録する

ことが求められ、当法人は社員及び職員が独立性の諸規則に抵触しない

ことを確認しています。さらに、社員及び職員の金銭的利害関係や身分

上の利害関係を対象とする独立性の検査を毎期実施し、個人の金銭的利

害関係や身分上の利害関係に関する独立性の違反がないことを監視して

います。 

 

● 法人としての独立性 

当法人が外部から物品やサービスを購入する場合や、当法人が外部企

業や個人とビジネス上の関係を展開する場合には、当法人と監査クライ

アントとの間の独立性を保持するため、取引の可否及び取引内容につい

て事前に担当部署の承認を得ることとしています。法人の借入先及びリ

ース契約先との間においても独立性の問題が生じていないことを定期的

に確認しています。また、当法人が保有する有価証券等をデータベース

に登録し、独立性の諸規則に抵触しないことを確認しています。 

 

（ローテーションの方針及び手続） 

業務執行社員のローテーションに関しては、以下の通り方針を定め、運用と監
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視を行っています。 

 

 役割 関与可能期間 必要インターバル期間 

上場会社の監査・ 
レビュー業務 

筆頭業務執行社員 5 会計期間 
5 会計期間 

(ただし最短でも 2 年間) 

審査担当者 5 会計期間 
5 会計期間 

(ただし最短でも 2 年間) 
その他の監査業務の

主要な担当者等 
7 会計期間 

2 会計期間 
(ただし最短でも 2 年間) 

非上場の公認会計士

法上の大会社等の 
監査・レビュー業務 

筆頭業務執行社員 7 会計期間 
5 会計期間 

(ただし最短でも 2 年間) 

審査担当者 7 会計期間 
3 会計期間 

(ただし最短でも 2 年間) 
その他の監査業務の

主要な担当者等 
7 会計期間 

2 会計期間 
(ただし最短でも 2 年間) 

上記以外の監査・ 
レビュー業務 

筆頭業務執行社員 7 会計期間 
2 会計期間 

(ただし最短でも 2 年間) 

審査担当者 7 会計期間 
2 会計期間 

(ただし最短でも 2 年間) 
その他の監査業務の

主要な担当者等 
7 会計期間 

2 会計期間 
(ただし最短でも 2 年間) 

 

 

(イ) 業務に係る契約の締結及び更新 

PwC ネットワークのメンバーファームとして、PwC ネットワークのクライアン

ト及びエンゲージメントの受入・継続に係る評価方針を基本に、わが国における

規則等を踏まえて、当法人の新規契約の締結及び更新に係る方針を定めていま

す。契約の受任に先立ち、受任予定クライアントと当法人（社員・職員を含む）

の独立性等利害関係を調査するとともに、当該企業の評判、経営者の姿勢、企業

統治や内部統制の状況、会計・監査上の問題等のリスク評価手続を実施し、評価

されたリスクに応じて定められた適切な承認者の承認を得るものとしています。

契約の継続にあたっては、少なくとも年に 1 度リスク評価を実施し、評価された

リスクに応じて定められた適切な承認者の承認を得るものとしています。 

 

(ウ) 業務を担当する社員その他の者の選任 

専門要員の監査チームへの選任は、各業種別組織の中で、各人の独立性の遵守

状況、必要な経験、能力、必要な時間の十分な確保等といった事項を踏まえ、厳

正かつ公正な監査を実施するために必要な人財を確保するという観点から実施し

ています。また、監査の品質を維持する上では被監査会社の事業内容等への理解

が不可欠であることから監査チームの一定の継続性を重視する一方、新たな視点

を持った客観性ある監査の実施を確保すべく、監査チームの統括主査のローテー

ションに関する取扱いを定め、両者の適切なバランスを維持できる監査チームを

組成していく方針です。 

 

(エ) 人材、情報通信技術その他の業務の運営に関する資源の取得又は開発、維持及び

配分  

ア. 社員の報酬の決定に関する事項 

社員の報酬は、社員の報酬に関する規程に基づき各執行役からなる経営委員会

が決定し、監視委員会の社員評価委員会の同意を得ています。報酬決定の根拠と

なる評価については、各社員が各々に与えられた業務について毎年、個人の業務
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計画書を作成し、その業務計画の達成度合により各部門長が評価を行い、経営委

員会に提出しています。 

 

イ. 社員及び使用人その他の従業者の研修に関する事項 

当法人は、監査に対する高い価値観と使命感を共有するプロフェッショナルた

るにふさわしい人財を、日本の公認会計士のみならず、米国公認会計士、システ

ム監査技術者をはじめ、特定業種に関する専門的な知識と経験を有する人財等か

ら幅広く採用しています。 

教育・訓練については、世界中で一貫して高品質の監査を提供するために PwCが

各国の品質管理レビュー結果に基づき開発した共通の教育研修カリキュラムを基

本に、わが国の法令、会計及び監査の基準、不正事例、税務並びに品質管理レビ

ューの結果など、当法人独自の内容を加味して研修を実施しています。また、研

修をより効果的なものとするために、多くの研修において事後の確認テストを実

施しています。日本公認会計士協会の継続的専門能力開発制度（CPD）の達成状況

や必須研修の受講履歴は、研修管理システムを利用してモニタリングを実施して

います。更に、アシュアランス業務部門を産業別に組織することによって、監査

上必要な専門的知識を集約し、共有することにより、知識及び経験の組織的強化

を図るとともに、専門要員が監査業務を行う上で必要な不正事例に関する知識を

習得し、能力を開発できるよう、不正に関する教育・訓練を実施しています。 

専門要員は、高度な業務品質を実現できる有能な人財として、その専門的知識

や社会的使命感といった観点から各人の資質が客観的かつ公正に評価され、職階

が決められます。その前提として、職階ごとの役割と責任が明確に定義され、専

門要員は各エンゲージメント開始時に当該役割と責任に沿った業務上の達成目標

を具体的に上位者と設定・合意し、業務終了時に当該目標達成状況に関する上位

者からの評価内容が開示されます。これにより、透明かつ継続的な人事評価、人

財の育成及び定着を図っており、当該年次評価結果及び職階に応じて専門要員の

翌年度の報酬を決定しています。 

 

ウ. 情報通信技術の取得又は開発、維持及び配分 

当法人は、情報セキュリティ部門、業務 DX/TI統括室、アシュアランス・イノベ

ーション＆テクノロジー部及びアシュアランス・テクノロジー・センターを設置

し、監査業務の実施を支援するソフトウェアやツールの取得又は開発、維持及び

配分を行っています。 

情報セキュリティ部門は、PwC グローバルネットワークの情報セキュリティ部門

と一体となって情報セキュリティ強化に取り組んでいます。 

業務 DX/TI統括室は、アシュアランス・イノベーション＆テクノロジー部や、法

人内の DX コンサル部隊であるアシュアランス・テクノロジー・センター等と連携

して、アシュアランスの各部門が独自に導入するシステムの企画・開発フェーズ

での助言やプロジェクト管理の支援、導入したシステムの運用・保守に関する助

言、アシュアランスにおける IT 管理規程の整備、IT 予算の計画・実績管理支援等

を行っています。 

アシュアランス・イノベーション＆テクノロジー部は、Generative AIを活用し

たツールを含むデジタルツールの開発及び導入支援を行っています。テクノロジ

ーを活用することで、業務品質の向上や効率化に貢献しています。また、法人内

のデジタル文化の醸成やデジタル人財育成プログラムの企画・開発の役割も担っ

ています。 

 

(オ) 業務の実施及びその審査 

（監査業務の実施） 

当法人は、監査業務における国際水準の品質を確保するため、監査業務につい
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ては、PwC ネットワークのメンバーファームとして、PwC ネットワークのグロー

バル・スタンダードである PwC Audit Guideを監査メソドロジーの基本とし、わ

が国における監査基準等を踏まえ、当法人の監査業務の実施に係る方針又は手続

を定めています。当該方針又は手続に基づき、監査往査期間にとらわれず年間を

通じて緊密かつ適時なコミュニケーションを行うことでタイムリーな監査上の判

断及びそのレビューを実施するリアルタイムの監査を行っています。 

また、当該方針又は手続を通じて業務の実施における品質の保持を図るため、

当法人では PwC ネットワークの監査サポートシステムを導入しています。このシ

ステムは、監査業務及び監査証拠の文書化に用いられるだけではなく、リスク評

価結果及びリスクと監査手続の関係をビジュアルに表示することでリスク評価に

対応した有効かつ効率的な監査計画の立案と監査手続の実施を可能としていま

す。 

 

ア. 専門的な見解の問合せ 

事前に専門的な見解の問合せを受けるべき事項を明示し、専門要員が当該事項

に該当する事象に直面した場合には、品質管理本部等の見解を入手することを義

務付けています。 

 

イ. 監査上の判断の相違の解決 

監査チームと専門的な見解の問合せの助言者との間、又は、監査責任者と審査

担当者との間の監査上の判断の相違が生じた場合、審査会がこれを審査すること

により監査上の判断の相違に対処し解決しています。 

 

ウ. 監査証明業務に係る審査 

原則として、全ての監査業務について、監査計画段階から、監査の実施過程、

監査判断の過程、監査の完了段階まで、監査チームによる監査の実施と並行して

審査担当者による重要事項、重要判断の審査を実施しています。 

審査担当者には、当法人の審査担当者の選任に関する方針又は手続に基づき、

その職責を果たすために適切な適性、能力及び適切な権限を有する日本の公認会

計士である社員が選任されます。その選任及び解任にあたり、各業種別組織内で

の推薦を受け、品質管理本部長が承認することで、審査担当者の客観性を確保し

ています。 

監査業務において不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断された場合、

監査チーム体制の強化及び審査体制の強化を検討するとともに、審査担当者によ

る適切な審査が行われるよう、品質管理本部によるモニタリングを実施していま

す。 

 

エ. 監査ファイルの電子化その他の監査調書の不適切な変更を防止するために行っ

ている監査調書の管理及び保存に関する体制の整備状況 

当法人は、監査調書を紙面で作成している場合（以下監査ファイル）、監査フ

ァイルの最終的な整理の完了時点で監査調書の原本は品質管理責任者等の管理下

に置き、これ以降に監査チームが原本にアクセスできないような規程を設け、本

規程に則った運用と監視を行っています。 

また、当法人では電子監査調書システムを導入しており、監査ファイルの最終

的な整理後に、監査調書を改ざんするなど不適切に修正又は追加することを防止

するため、アーカイブ状態の解除を実施できない（システム担当者のみ実施可）

との規程を設け、本規程に則った運用と監視を行っています。 

 

(カ) 業務に関する情報の収集及び伝達 

当法人は、品質管理システムを支える、関連性のある信頼性の高い情報を識別
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し、捕捉し、処理し、また維持する情報システムを有しています。また、各品質

目標の担当責任者は情報システムから生成されたレポートの使用に際し、当該レ

ポートを使用することに関連するリスクを低減するプロセス及び統制が存在する

か確認しています。 
当法人は、品質管理システムを維持するための方針又は手続を専門要員に伝達

しています。また、当法人は監査品質に関する報告書を年に一度発行し、法人の

品質管理システムに関する情報を開示しています。 

 

(キ) 前任及び後任の公認会計士又は監査法人との間の業務の引継ぎ 

当法人が前任監査人となる場合及び後任監査人となる場合の双方について監査

業務の引継が適切に行われることを合理的に確保するため、監査事務所間の引継

に係る方針及び手続を定めています。 

当法人が前任監査人となる場合、後任監査人に対して、不正リスクへの対応状

況を含め、監査上の重要な事項を伝達するとともに、後任監査人から要請のあっ

たそれらに関連する監査調書の閲覧に応じるように定めています。 

当法人が後任監査人となる場合、前任監査人に対して、監査人の交代事由及び

不正リスクへの対応状況等の監査上の重要な事項について質問するように定めて

います。 

監査事務所間の引継に関する方針及び手続において、監査チームが実施した引

継の状況について品質管理本部に報告する旨を定めています。 
 

(ク) (ア)から(キ)までに掲げる事項についての責任者の選任並びにその役割及び責任

の明確化  

当法人では、代表執行役を法人の品質管理システムに関する最終責任者、アシ

ュアランスリーダーを品質管理システムの整備及び運用責任者とし、当法人にお

ける品質目標を設定し、品質目標について責任を負う各部門の責任者を選任して

います。 
 

(ケ) (ア)から(ク)までに掲げる事項についての目標の設定、当該目標の達成を阻害す

る可能性のある事象（以下「リスク」という。）の識別及び評価並びに当該リスク

に対処するための方針の策定及び実施 

当法人は、QMSE (Quality Management for Service Excellence)という活動を

通じて、リスク評価プロセスを整備、運用しており、品質管理基準報告書第 1 号

で求められる品質管理システムの構成要素に関連する品質目標として、当法人が

達成すべき15の品質目標を明確化しています。その目標達成の過程においてどの

ようなリスクが存在しているのかを識別し、そのリスクの重要性を評価し、方針

又は手続の策定、統制活動、指標を用いた日常的な監視活動を含むリスクを軽減

するための措置を講じています。 
 

(コ) (ア)から(ク)までに掲げる事項についての実施状況の把握（以下「モニタリング」

という。）及び当該モニタリングを踏まえた改善 

当法人は、品質目標について責任を負う各部門の責任者により実施されている

日常的モニタリングの他、法人の品質管理システム及び個々の業務品質の定期的

モニタリングを年に 1 度実施しています。また、当法人は実施中の業務をレビュ

ーするリアル・タイム・アシュアランスと呼ばれる取組みを導入しています。 

 

個々の業務品質のモニタリング 

品質管理本部は、監査業務の定期的なモニタリングを原則として年に一度実施

しています。その際に品質管理本部は、PwC ネットワークの Global Assurance 

Quality - Inspections プログラムを利用しています。監査業務を実施する業務
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執行社員は少なくとも 3 年に一度はレビューの対象となり、リスクが高いと識別

された監査業務は、より頻繁にモニタリングの対象としています。 

 

法人の品質管理システムのモニタリング 

法人の品質管理システムの定期的なモニタリングとして、独立した評価チーム

が年に一度、各品質目標のリスク対応手続の整備及び運用状況を評価していま

す。また、PwCネットワークによる検証を毎年受けています。 

 

発見事項の評価、根本原因分析及び識別された不備への対処 

当法人は、モニタリング活動の実施、外部検査及びその他の関連する情報から

特定された発見事項が、個別に又は組み合わせて品質管理システムに及ぼす影響

を評価します。識別された不備に対しては、根本原因を分析し、不備の重大性及

び広範性を評価した上で、品質改善計画を策定します。不備の評価結果、根本原

因分析及び品質改善計画は、リーダーシップチーム及び関連する品質目標に関す

る責任を負う各部門の責任者に伝達され、適時に改善活動が実施されます。当法

人のリーダーシップチームは、品質改善計画が適切に設計され効果的に運用され

ているかを評価し、品質改善計画の進捗状況を監視します。 

 
 

④ 業務の品質の方針の策定及びその実施について監査法人を代表して責任を有する社

員による評価の結果及びその理由 
当法人の品質管理システムに関する最終責任者である代表執行役が全ての関連す

る情報に基づき品質管理システムの年次評価を実施した結果、当法人の品質管理シ

ステムは業務の品質の管理の目的が達成されているという合理的な保証を当法人に

提供していると評価しました。 

 
 

⑤ ④の評価の結果が、業務の品質の管理の目的が達成されているという合理的な保証

を提供していないことを内容とするものであった場合には、業務の品質の管理の方

針の策定及びその実施に関する措置を改善するために実施した、又は実施しようと

する措置の内容 
該当ありません。 

 

(4) 公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の監査証明業務の執行に不当

な影響を及ぼすことを排除するための措置 

公認会計士法第 2 条 1 項の監査証明業務のすべての業務執行社員及び審査担当者に

は、公認会計士である社員を任命し、業務遂行の一義的な責任を担っています。監査

証明業務を担うアシュアランス業務部門の担当執行役及び品質管理本部は、公認会計

士である業務執行社員の交代・ローテーション及び、公認会計士である社員以外の者

（特定社員等）の関与度合について監視しています。 

 

(5) 直近において公認会計士法第 46 条の 9 の 2 第 1 項の規定による協会の調査（品質管

理レビュー）を受けた年月 

2024年 11月 

 

(6) 業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置について監査法人を代表し

て責任を有する社員一名による当該措置が適正であることの確認 

品質管理本部が監査業務品質に関する方針及びガイダンスを策定しています。品質

管理本部が実施する監査業務の定期的な検証を通じて監査業務の品質の確保を実施し、

これらのレビューにより生じた問題点は、経営委員会に報告され、その対応が決定さ
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れています。この報告を基に代表執行役は当該措置が適正であることを確認していま

す。 

 

5. 他の公認会計士（大会社等の財務書類について監査証明業務を行ったものに限る。）又

は監査法人との業務上の提携に関する事項 

該当ありません。 

 

6. 外国監査事務所等（外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに応じて報酬を得

て財務書類の監査又は証明をすることを業とする者）との業務上の提携に関する事項 

(1) 当該業務上の提携を行う外国監査事務所等の商号又は名称 

プライスウォーターハウスクーパース インターナショナル リミテッド 

 

(2) 当該業務上の提携を開始した年月 

2006年 7月 1日 

 

(3) 当該業務上の提携の内容 

PwCのメンバーファームとして、PwCグローバルで定めた品質管理、リスク管理基準

に準拠して監査業務を遂行するとともに、品質管理、事業開発などについて世界各国

のメンバーファームへの協力を行っています。 

 

(4) 共通の名称を用いるなどして二以上の国においてその業務を行う外国監査事務所等

によって構成される組織に属する場合には、当該組織及び当該組織における取決め

の概要 

当法人は、PwCのメンバーファームとしてプライスウォーターハウスクーパース イ

ンターナショナル リミテッドとの間に PwC グローバルネットワークの共通のビジョ

ン、価値、原則、目標、権限などを規定する包括的基本契約（Accession Agreement)

を交わしています。この基本契約のもとでさらに具体的業務遂行に係わる契約（Firm 

Service Agreement）と PwC ブランドを使用することに係わる契約（Name License 

Agreement）を取り交わし、PwC ネットワークのメンバーファームの一員として活動し

ています。 

 

 

二. 社員の概況 
1. 社員の数 

公認会計士 特定社員 合計 

194人 58人 252人 

 

2. 重要な事項に関する意思決定を行う合議体の構成 

合議体 合議体の目的 
合議体の構成 

公認会計士 特定社員 計 

経営委員会 経営に関する意思の決定 10人 2人 12人 

監視委員会 経営委員会が策定する経営の方針

及びその運営の監視 

6人 4人 10人 
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三. 事務所の概況 

名称 所在地 

当該事務所に勤務する者の数 

合計 

社員 使用人 

公認 

会計

士 

特定 

社員 
計 

公認 

会計

士 

公認

会計

士試

験合

格者

等 

監査補

助職員 

その

他の

事務

職員 

計 

（主） 

東京 

東京都千代田区

大手町一丁目 1

番 1 号 

大手町パークビ

ルディング 

145 54 199 839 511 1,372 105 2,827 3,026 

（従） 

名古屋 

愛知県名古屋市

中村区名駅一丁

目 1 番 4 号 

JR セントラルタワ

ーズ 

12 0 12 84 54 19 0 157 169 

（従） 

京都 

京都府京都市下

京区四条烏丸東

入ル長刀鉾町８ 
27 2 29 44 42 107 23 216 245 

（従） 

大阪 

大阪府大阪市北

区大深町 4 番

20 号 

グランフロント大

阪 タワー A 

9 2 11 75 52 38 0 165 176 

（従） 

福岡 

福岡市中央区天

神一丁目 11 番

1 号 

ONE 

FUKUOKA 

BLDG. 

1 0 1 17 26 0 0 43 44 

合     計 194 58 252 1,059 685 1,536 128 3,408 3,660 
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四. 監査法人の組織の概要 

 
 

五. 財産の概況 
1. 売上高の総額 

 

第 19期 

2023年 7月 1日～ 

2024年 6月 30日 

第 20期 

2024年 7月 1日～ 

2025年 6月 30日 

売上高   

監査証明業務 36,183 41,029 

非監査証明業務 36,413 43,162 

合 計 72,596 84,191 

 

2. 直近の二会計年度の計算書類 

別添のとおりです。 

 

3. 2.に掲げる計算書類に係る監査報告書 

別添のとおりです。 

 

4. 供託金の額 

（単位：百万円） 

公認会計士法施行令第 25条に規定する供託金の額 504 

供託所へ供託した供託金の額（額面金額） 520 

 

5. 供託金の全部又は一部を代替している有限責任監査法人責任保険契約の内容 

該当事項はありません。 
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六. 被監査会社等（大会社等に限る）の名称 

監査種別 被監査会社等の名称 

金商法・会社法監査 Ai ロボティクス株式会社 

金商法・会社法監査 AnyMind Group 株式会社 

金商法・会社法監査 Appier Group 株式会社 

金商法・会社法監査 Ｂ－Ｒ サーティワン アイスクリーム株式会社 

金商法・会社法監査 H.U.グループホールディングス株式会社 

金商法・会社法監査 Japan Eyewear Holdings 株式会社 

金商法・会社法監査 JK ホールディングス株式会社 

金商法・会社法監査 KDDI 株式会社 

金商法・会社法監査 ＳＭＮ株式会社 

金商法・会社法監査 SRE ホールディングス株式会社 

金商法・会社法監査 THECOO 株式会社 

金商法・会社法監査 TOWA 株式会社 

金商法・会社法監査 アークランズ株式会社 

金商法・会社法監査 あいホールディングス株式会社 

金商法・会社法監査 アステナホールディングス株式会社 

金商法・会社法監査 アズマハウス株式会社 

金商法・会社法監査 アミタホールディングス株式会社 

金商法・会社法監査 アライドアーキテクツ株式会社 

金商法・会社法監査 イーレックス株式会社 

金商法・会社法監査 イシン株式会社 

金商法・会社法監査 エムスリー株式会社 

金商法・会社法監査 オーナンバ株式会社 

金商法・会社法監査 カゴメ株式会社 

金商法・会社法監査 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 

金商法・会社法監査 キオクシアホールディングス株式会社 

金商法・会社法監査 コナミグループ株式会社 

金商法・会社法監査 シキボウ株式会社 

金商法・会社法監査 シャープ株式会社 

金商法・会社法監査 シライ電子工業株式会社 

金商法・会社法監査 スズキ株式会社 

金商法・会社法監査 ソースネクスト株式会社 

金商法・会社法監査 ソニーグループ株式会社 

金商法・会社法監査 ソニーフィナンシャルグループ株式会社 

金商法・会社法監査 ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 

金商法・会社法監査 デクセリアルズ株式会社 

金商法・会社法監査 トーカロ株式会社 

金商法・会社法監査 トヨタファイナンス株式会社 

金商法・会社法監査 トヨタ紡織株式会社 

金商法・会社法監査 トヨタ自動車株式会社 

金商法・会社法監査 トランス・コスモス株式会社 

金商法・会社法監査 トレンダーズ株式会社 
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監査種別 被監査会社等の名称 

金商法・会社法監査 ニデック株式会社 

金商法・会社法監査 ノーリツ鋼機株式会社 

金商法・会社法監査 パンチ工業株式会社 

金商法・会社法監査 ピジョン株式会社 

金商法・会社法監査 ビズメイツ株式会社 

金商法・会社法監査 ファーストアカウンティング株式会社 

金商法・会社法監査 フタバ産業株式会社 

金商法・会社法監査 ブティックス株式会社 

金商法・会社法監査 プレミアグループ株式会社 

金商法・会社法監査 ホクシン株式会社 

金商法・会社法監査 ミーク株式会社 

金商法・会社法監査 モイ株式会社 

金商法・会社法監査 モビルス株式会社 

金商法・会社法監査 ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 

金商法・会社法監査 リガク・ホールディングス株式会社 

金商法・会社法監査 ルネサス エレクトロニクス株式会社 

金商法・会社法監査 レーザーテック株式会社 

金商法・会社法監査 レジル株式会社 

金商法・会社法監査 三櫻工業株式会社 

金商法・会社法監査 中外炉工業株式会社 

金商法・会社法監査 京セラ株式会社 

金商法・会社法監査 京都機械工具株式会社 

金商法・会社法監査 任天堂株式会社 

金商法・会社法監査 共和レザー株式会社 

金商法・会社法監査 共栄タンカー株式会社 

金商法・会社法監査 兼松株式会社 

金商法・会社法監査 加賀電子株式会社 

金商法・会社法監査 地主株式会社 

金商法・会社法監査 大和工業株式会社 

金商法・会社法監査 大阪油化工業株式会社 

金商法・会社法監査 太陽ホールディングス株式会社 

金商法・会社法監査 岩井コスモホールディングス株式会社 

金商法・会社法監査 幼児活動研究会株式会社 

金商法・会社法監査 応用技術株式会社 

金商法・会社法監査 愛知製鋼株式会社 

金商法・会社法監査 日本セラミック株式会社 

金商法・会社法監査 日本ドライケミカル株式会社 

金商法・会社法監査 日本ナレッジ株式会社 

金商法・会社法監査 日本パーカライジング株式会社 

金商法・会社法監査 日東精工株式会社 

金商法・会社法監査 日野自動車株式会社 

金商法・会社法監査 旭化成株式会社 
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監査種別 被監査会社等の名称 

金商法・会社法監査 旭有機材株式会社 

金商法・会社法監査 東京海上ホールディングス株式会社 

金商法・会社法監査 東京海上日動火災保険株式会社 

金商法・会社法監査 東芝テック株式会社 

金商法・会社法監査 松井証券株式会社 

金商法・会社法監査 株式会社 And Do ホールディングス 

金商法・会社法監査 株式会社 AOKI ホールディングス 

金商法・会社法監査 株式会社 BTM 

金商法・会社法監査 株式会社 CL ホールディングス 

金商法・会社法監査 株式会社 CRI・ミドルウェア 

金商法・会社法監査 株式会社 ELEMENTS 

金商法・会社法監査 株式会社 Fast Fitness Japan 

金商法・会社法監査 株式会社 Finatext ホールディングス 

金商法・会社法監査 株式会社ＦＰパートナー 

金商法・会社法監査 株式会社 IACE トラベル 

金商法・会社法監査 株式会社 INGS 

金商法・会社法監査 株式会社ＪＭＤＣ 

金商法・会社法監査 株式会社Ｊストリーム 

金商法・会社法監査 株式会社 Laboro.AI 

金商法・会社法監査 株式会社 LIFULL 

金商法・会社法監査 株式会社 M&A 総研ホールディングス 

金商法・会社法監査 株式会社 MIXI 

金商法・会社法監査 株式会社 POPER 

金商法・会社法監査 株式会社 Rebase 

金商法・会社法監査 株式会社 RS Technologies 

金商法・会社法監査 株式会社 Smile Holdings 

金商法・会社法監査 株式会社 T.S.I 

金商法・会社法監査 株式会社 W TOKYO 

金商法・会社法監査 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス 

金商法・会社法監査 株式会社アイシン 

金商法・会社法監査 株式会社アイスコ 

金商法・会社法監査 株式会社アイチコーポレーション 

金商法・会社法監査 株式会社アクシージア 

金商法・会社法監査 株式会社アルバック 

金商法・会社法監査 株式会社アンビスホールディングス 

金商法・会社法監査 株式会社イエローハット 

金商法・会社法監査 株式会社イルグルム 

金商法・会社法監査 株式会社インタースペース 

金商法・会社法監査 株式会社ウェザーニューズ 

金商法・会社法監査 株式会社うかい 

金商法・会社法監査 株式会社エクセディ 

金商法・会社法監査 株式会社エスケーエレクトロニクス 
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監査種別 被監査会社等の名称 

金商法・会社法監査 株式会社エプコ 

金商法・会社法監査 株式会社エリッツホールディングス 

金商法・会社法監査 株式会社オオバ 

金商法・会社法監査 株式会社キング 

金商法・会社法監査 株式会社クラウディアホールディングス 

金商法・会社法監査 株式会社クラレ 

金商法・会社法監査 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 

金商法・会社法監査 株式会社ケア 21 

金商法・会社法監査 株式会社ケアサービス 

金商法・会社法監査 株式会社コメリ 

金商法・会社法監査 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 

金商法・会社法監査 株式会社サンマルクホールディングス 

金商法・会社法監査 株式会社シーイーシー 

金商法・会社法監査 株式会社シーユーシー 

金商法・会社法監査 株式会社ジェイエスエス 

金商法・会社法監査 株式会社ジェイテクト 

金商法・会社法監査 株式会社ジェイテック 

金商法・会社法監査 株式会社シャノン 

金商法・会社法監査 株式会社ジンジブ 

金商法・会社法監査 株式会社スリーダムアライアンス 

金商法・会社法監査 株式会社ゼンショーホールディングス 

金商法・会社法監査 株式会社ダイフク 

金商法・会社法監査 株式会社タカヨシホールディングス 

金商法・会社法監査 株式会社タチエス 

金商法・会社法監査 株式会社ツムラ 

金商法・会社法監査 株式会社テクニスコ 

金商法・会社法監査 株式会社デコルテ・ホールディングス 

金商法・会社法監査 株式会社デジタルプラス 

金商法・会社法監査 株式会社トーア紡コーポレーション 

金商法・会社法監査 株式会社トーメンデバイス 

金商法・会社法監査 株式会社トライアルホールディングス 

金商法・会社法監査 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス 

金商法・会社法監査 株式会社ネクソン 

金商法・会社法監査 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ 

金商法・会社法監査 株式会社ハルメクホールディングス 

金商法・会社法監査 株式会社はるやまホールディングス 

金商法・会社法監査 株式会社バロックジャパンリミテッド 

金商法・会社法監査 株式会社ハンモック 

金商法・会社法監査 株式会社ビーアンドピー 

金商法・会社法監査 株式会社ピーバンドットコム 

金商法・会社法監査 株式会社ファインシンター 

金商法・会社法監査 株式会社フェリシモ 
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監査種別 被監査会社等の名称 

金商法・会社法監査 株式会社フォーカスシステムズ 

金商法・会社法監査 株式会社フジクラ 

金商法・会社法監査 株式会社ブシロード 

金商法・会社法監査 株式会社フルキャストホールディングス 

金商法・会社法監査 株式会社ブロードバンドタワー 

金商法・会社法監査 株式会社ベルシステム 24 ホールディングス 

金商法・会社法監査 株式会社ボルテージ 

金商法・会社法監査 株式会社マーベラス 

金商法・会社法監査 株式会社マルゼン 

金商法・会社法監査 株式会社メタルアート 

金商法・会社法監査 株式会社ユーザーローカル 

金商法・会社法監査 株式会社ロココ 

金商法・会社法監査 株式会社ワールド 

金商法・会社法監査 株式会社ワコム 

金商法・会社法監査 株式会社丸井グループ 

金商法・会社法監査 株式会社商工組合中央金庫 

金商法・会社法監査 株式会社大阪ソーダ 

金商法・会社法監査 株式会社小森コーポレーション 

金商法・会社法監査 株式会社岡山製紙 

金商法・会社法監査 株式会社平和堂 

金商法・会社法監査 株式会社日本創発グループ 

金商法・会社法監査 株式会社日水コン 

金商法・会社法監査 株式会社東和銀行 

金商法・会社法監査 株式会社船井総研ホールディングス 

金商法・会社法監査 株式会社豊田自動織機 

金商法・会社法監査 株式会社高田工業所 

金商法・会社法監査 沖縄セルラー電話株式会社 

金商法・会社法監査 沖電気工業株式会社 

金商法・会社法監査 澤藤電機株式会社 

金商法・会社法監査 白銅株式会社 

金商法・会社法監査 綜研化学株式会社 

金商法・会社法監査 芝浦メカトロニクス株式会社 

金商法・会社法監査 豊田合成株式会社 

金商法・会社法監査 豊田通商株式会社 

金商法・会社法監査 酒井重工業株式会社 

金商法監査 CRE ロジスティクスファンド投資法人 

金商法監査 イオンリート投資法人 

金商法監査 タカラレーベン不動産投資法人 

金商法監査 ヘルスケア＆メディカル投資法人 

金商法監査 マリモ地方創生リート投資法人 

金商法監査 ラサールロジポート投資法人 

金商法監査 日本都市ファンド投資法人 



－20－ 

監査種別 被監査会社等の名称 

金商法監査 東急リアル・エステート投資法人 

金商法監査 福岡リート投資法人 

会社法監査 AIG ジャパン・ホールディングス株式会社 

会社法監査 AIG 損害保険株式会社 

会社法監査 au じぶん銀行株式会社 

会社法監査 au フィナンシャルサービス株式会社 

会社法監査 au フィナンシャルホールディングス株式会社 

会社法監査 au ペイメント株式会社 

会社法監査 au 損害保険株式会社 

会社法監査 BofA 証券株式会社 

会社法監査 Chubb 損害保険株式会社 

会社法監査 HSBC 証券株式会社 

会社法監査 JCOM 株式会社 

会社法監査 JP モルガン証券株式会社 

会社法監査 MOBILOTS 株式会社 

会社法監査 ＭＳＤ株式会社 

会社法監査 TBJH 株式会社 

会社法監査 TBJ ホールディングス株式会社 

会社法監査 UQ コミュニケーションズ株式会社 

会社法監査 アストラゼネカ株式会社 

会社法監査 アメリカンホーム医療・損害保険株式会社 

会社法監査 アリアンツ火災海上保険株式会社 

会社法監査 イーデザイン損害保険株式会社 

会社法監査 ウーブン・バイ・トヨタ株式会社 

会社法監査 エクイニクス・ジャパン株式会社 

会社法監査 キオクシア岩手株式会社 

会社法監査 キオクシア株式会社 

会社法監査 キンドリルジャパン株式会社 

会社法監査 クレディ・アグリコル生命保険株式会社 

会社法監査 ゴールドマン・サックス証券株式会社 

会社法監査 ゴディバ ジャパン株式会社 

会社法監査 サウディ石油化学株式会社 

会社法監査 サハリン石油ガス開発株式会社 

会社法監査 サンスター株式会社 

会社法監査 ジェイアイ傷害火災保険株式会社 

会社法監査 ジブラルタ生命保険株式会社 

会社法監査 シャープディスプレイテクノロジー株式会社 

会社法監査 ジャパン建材株式会社 

会社法監査 ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 

会社法監査 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 

会社法監査 ソニー損害保険株式会社 

会社法監査 ソニー株式会社 



－21－ 

監査種別 被監査会社等の名称 

会社法監査 ソニー生命保険株式会社 

会社法監査 ソニー銀行株式会社 

会社法監査 ダイハツ信販株式会社 

会社法監査 ダイハツ工業株式会社 

会社法監査 デル・テクノロジーズ株式会社 

会社法監査 トヨタバッテリー株式会社 

会社法監査 トヨタファイナンシャルサービス株式会社 

会社法監査 トヨタホーム株式会社 

会社法監査 トヨタモビリティサービス株式会社 

会社法監査 トヨタモビリティパーツ株式会社 

会社法監査 トヨタモビリティ東京株式会社 

会社法監査 トヨタ不動産株式会社 

会社法監査 トヨタ自動車九州株式会社 

会社法監査 トヨタ自動車北海道株式会社 

会社法監査 トヨタ自動車東日本株式会社 

会社法監査 トヨタ車体株式会社 

会社法監査 ニデックインスツルメンツ株式会社 

会社法監査 ニデックプレシジョン株式会社 

会社法監査 ビー・エム・ダブリュー・ジャパン・ファイナンス株式会社 

会社法監査 フィデリティ証券株式会社 

会社法監査 プライム プラネット エナジー＆ソリューションズ株式会社 

会社法監査 プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社 

会社法監査 プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社 

会社法監査 プルデンシャル生命保険株式会社 

会社法監査 マイクロンメモリ ジャパン株式会社 

会社法監査 メルセデス・ベンツ・ファイナンス株式会社 

会社法監査 中国石油国際事業日本株式会社 

会社法監査 中部テレコミュニケーション株式会社 

会社法監査 京セラドキュメントソリューションズ株式会社 

会社法監査 堺ディスプレイプロダクト株式会社 

会社法監査 大同火災海上保険株式会社 

会社法監査 太陽建機レンタル株式会社 

会社法監査 岩井コスモ証券株式会社 

会社法監査 日新火災海上保険株式会社 

会社法監査 日本アイ・ビー・エム株式会社 

会社法監査 日本キヤリア株式会社 

会社法監査 日本地震再保険株式会社 

会社法監査 旭化成ホームズ株式会社 

会社法監査 村田機械株式会社 

会社法監査 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 

会社法監査 東芝エネルギーシステムズ株式会社 

会社法監査 東芝エレベータ株式会社 



－22－ 

監査種別 被監査会社等の名称 

会社法監査 東芝デジタルソリューションズ株式会社 

会社法監査 東芝デバイス＆ストレージ株式会社 

会社法監査 東芝プラントシステム株式会社 

会社法監査 株式会社 KINTO 

会社法監査 株式会社 Paidy 

会社法監査 株式会社 SB TEMPUS 

会社法監査 株式会社 SBJ 銀行 

会社法監査 株式会社ＳＮＫ 

会社法監査 株式会社アウトソーシング 

会社法監査 株式会社アドヴィックス 

会社法監査 株式会社エスアールエル 

会社法監査 株式会社エポスカード 

会社法監査 株式会社ジェイコムウエスト 

会社法監査 株式会社ジャパンセミコンダクター 

会社法監査 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント 

会社法監査 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 

会社法監査 株式会社ダイナムジャパンホールディングス 

会社法監査 株式会社トライアルカンパニー 

会社法監査 株式会社ネクスティエレクトロニクス 

会社法監査 株式会社マクロミル 

会社法監査 株式会社ユーラスエナジーホールディングス 

会社法監査 株式会社東芝 

会社法監査 武州製薬ホールディングス株式会社 

会社法監査 田中貴金属工業株式会社 

その他の法定監査 国立研究開発法人森林研究・整備機構 

その他の法定監査 国立研究開発法人水産研究・教育機構 

その他の法定監査 独立行政法人国際交流基金 

その他の法定監査 独立行政法人家畜改良センター 

その他の法定監査 独立行政法人自動車事故対策機構 

 



















 

独立監査人の監査報告書 

2024年８月23日 

PwC Japan有限責任監査法人 

監査委員会 御中 

 

 

 新創監査法人 

 東京都中央区 

 
指 定 社 員  

公認会計士 髙𣘺 克典 
業務執行社員 
  

指 定 社 員  
公認会計士 松原  寛 業務執行社員 

 

監査意見 

 当監査法人は、公認会計士法第34条の32の規定に基づき、PwC Japan有限責任監査法人（旧法人名 

PwCあらた有限責任監査法人）の2023年７月１日から2024年６月30日までの第19期会計年度の計算書類、

すなわち、貸借対照表、損益計算書、社員資本等変動計算書、注記表及び附属明細書について監査を

行った。 

当監査法人は、上記の計算書類が、公認会計士法及び同施行規則並びに我が国において一般に公正

妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類に係る会計年度の財政状態及び経営成績

を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

監査意見の根拠 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類の監査における監査人の責任」に記載されてい

る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、PwC Japan有限責任監査法人から

独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表

明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

強調事項 

 その他の注記（企業結合等に関する注記）に記載されているとおり、PwCあらた有限責任監査法人は

2023年12月１日付でPwC京都監査法人と合併し、同日付でPwC Japan有限責任監査法人に名称を変更し

ている。 

 当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。 

 

その他の記載内容 

 その他の記載内容は、業務及び財産の状況に関する説明書類に含まれる情報のうち計算書類及び監

査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、

監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における職務執行者の職務の

執行を監視することにある。  

当監査法人の計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 

計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、

その他の記載内容と計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかど

うか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候がある

かどうか注意を払うことにある。 



 

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、

その事実を報告することが求められている。  

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 

 

計算書類に対する経営者及び監査委員会の責任 

経営者の責任は、公認会計士法及び同施行規則並びに我が国において一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に準拠して計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示のない計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制

を整備及び運用することが含まれる。 

計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続法人の前提に基づき計算書類を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継

続法人に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における職務執行者の職務の執行を監視す

ることにある。 

 

計算書類の監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類に不正又は誤謬による

重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計

算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、

個別に又は集計すると、計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、

重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、

意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

  計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査

人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す

る内部統制を検討する。 

  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

  経営者が継続法人を前提として計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

監査証拠に基づき、継続法人の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な

不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続法人の前提に関する重要な不確実性が認められる

場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関

する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算書類に対して除外事項付意見を表明することが

求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来

の事象や状況により、法人は継続法人として存続できなくなる可能性がある。 

  計算書類の表示及び注記事項が、公認会計士法及び同施行規則並びに我が国において一般に公正

妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計

算書類の表示、構成及び内容、並びに計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している

かどうかを評価する。 

監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した

内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事

項について報告を行う。 

 

利害関係 

PwC Japan有限責任監査法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により

記載すべき利害関係はない。 

 

以 上     



独立監査人の監査報告書 

2025年８月22日 

PwC Japan有限責任監査法人 

監査委員会 御中 

 

 

 新創監査法人 

 東京都中央区 

 
指 定 社 員 

公認会計士 松原  寛 
業務執行社員 
  

指 定 社 員 
公認会計士 高津 知之 業務執行社員 

 

監査意見 

 当監査法人は、公認会計士法第34条の32の規定に基づき、PwC Japan有限責任監査法人の2024年７

月１日から2025年６月30日までの第20期会計年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、

社員資本等変動計算書、注記表及び附属明細書について監査を行った。 

当監査法人は、上記の計算書類が、公認会計士法及び同施行規則並びに我が国において一般に公正

妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類に係る会計年度の財政状態及び経営成績

を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

監査意見の根拠 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類の監査における監査人の責任」に記載されてい

る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、PwC Japan有限責任監査法人か

ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見

表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

その他の記載内容 

 その他の記載内容は、業務及び財産の状況に関する説明書類に含まれる情報のうち計算書類及び監

査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、

監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における職務執行者の職務の

執行を監視することにある。  

当監査法人の計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 

計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、

その他の記載内容と計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかど

うか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候がある

かどうか注意を払うことにある。 

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、

その事実を報告することが求められている。  

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 

 

計算書類に対する経営者及び監査委員会の責任 

経営者の責任は、公認会計士法及び同施行規則並びに我が国において一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に準拠して計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬に



よる重要な虚偽表示のない計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制

を整備及び運用することが含まれる。 

計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続法人の前提に基づき計算書類を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継

続法人に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。  

監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における職務執行者の職務の執行を監視す

ることにある。 

 

計算書類の監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類に不正又は誤謬による

重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計

算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、

個別に又は集計すると、計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、

重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。  

  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、

意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

  計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査

人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す

る内部統制を検討する。 

  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

  経営者が継続法人を前提として計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

監査証拠に基づき、継続法人の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な

不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続法人の前提に関する重要な不確実性が認められる

場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関

する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算書類に対して除外事項付意見を表明することが

求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来

の事象や状況により、法人は継続法人として存続できなくなる可能性がある。 

  計算書類の表示及び注記事項が、公認会計士法及び同施行規則並びに我が国において一般に公正

妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計

算書類の表示、構成及び内容、並びに計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している

かどうかを評価する。 

監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した

内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事

項について報告を行う。 

 

利害関係 

PwC Japan有限責任監査法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。 

 

以 上     


